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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 第11回 「リース取引（借手）」   
（ ※ リース取引（借手）に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 
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（１）① 解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値の算定 
 
  （ⅰ） 解約不能のリース期間中のリース料の集計 
  （ⅱ） 割引率の算定 
  （ⅲ） 解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値の算定 

（１）③解約不能のリース
期間中のリース料総額の
現在価値を見積現金購入
価額で除した割合は概ね
90％以上か？ 

（１）③解約不能のリース
期間中のリース料総額の
現在価値を見積現金購入
価額で除した割合は90％
を大きく下回っているか？ 

（１）② 見積現金購入価額の算定 

ファイナンス・リース取引に該当 
【STEP２】へ 

YES 

NO 

オペレーティング・リース取引に該当 
【STEP7】へ 

YES 

（２）① 解約不能のリース期間の算定 

NO 

（２）② 経済的耐用年数の見積り 

（２）③解約不能のリース
期間を経済的耐用年数で
除した割合は概ね75％以
上か？ 

YES 

ファイナンス・リース取引に該当 
【STEP２】へ 

オペレーティング・リース取引に該当 
【STEP７】へ 

NO 

重要性が乏しい減価償却資
産について、購入時に費用
処理する方法を採用してい
る場合に、リース料総額が、
その重要性が乏しいと判断
する金額（「基準額」）以下
のリース取引か？ 

【STEP３】へ 賃貸借処理に準じた会計処理 
【STEP７】へ 

YES 

NO 

【STEP１】から 



フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 第11回 「リース取引（借手）」   
（ ※ リース取引（借手）に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 
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リース期間が１年以内の短
期リース取引に該当する
か？ 

【STEP４】へ 賃貸借処理に準じた会計処理 
【STEP７】へ 

YES 

NO 

【STEP２】から 

【STEP３】から 

所有権移転条項がある
か？ 

所有権移転ファイナンス・リース取引 
に該当 

【STEP６】へ 

割安購入選択権があり、そ
の行使が確実に予想される
か？ 

特別使用のリース物件で
あってリース物件の返還後、
貸手が第三者に再びリース
又は売却することが困難で
あるため、その使用可能期
間を通じて借手によっての
み使用されることが明らか
か？ 

YES YES YES 

NO NO 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 
に該当 

【STEP５】へ 

NO 



フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 第11回 「リース取引（借手）」   
（ ※ リース取引（借手）に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 

（１）企業の事業内容に照ら
して重要性の乏しいリース
取引で、リース契約１件当
たりのリース料総額が300
万円以下のリース取引か？ 

【STEP８】へ 
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（１）賃貸借処理に準じた会計処理 
【STEP７】へ 

YES 

（２）「未経過リース料の期
末残高」が「未経過リース料
の期末残高＋有形固定資
産及び無形固定資産残高
の合計額」の10％未満か？ 

NO 

（３）リース資産総額の重要性が乏しくない場合の会計処理 
～  売買処理に準じた会計処理  ～ 

 

   ①  リース資産及びリース債務の計上額 

   ②  支払リース料の利息相当額（利息法） 

   ③  リース資産の減価償却 
 

（４）リース資産総額の重要性が乏しい場合の会計処理 
～  売買処理に準じた会計処理  ～ 

 

   ①  リース資産及びリース債務の計上額 

   ②  支払リース料の利息相当額（ 利子込み法 OR 定額法 ） 

   ③  リース資産の減価償却 
 

   ※ 注記の検討は不要である。 

10%以上 

10%未満 
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売買処理に準じた会計処理 
 

   ①  リース資産及びリース債務の計上額 

   ②  支払リース料の利息相当額（利息法） 

   ③  リース資産の減価償却 
 

【STEP８】へ 

【STEP４】から 

【STEP５】から 



フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 第11回 「リース取引（借手）」   
（ ※ リース取引（借手）に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 
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（１）ファイナンス・リース取引の注記では以下の内
容を注記する。 
 

主なリース資産の種類等及び減価償却費の方法

を注記する。ただし、重要性が乏しい場合は注記

を要しない。 

  

重要性が乏しい場合とは、【STEP５】（２）と同様に

リース資産総額に重要性が乏しい場合をいう。 

 

なお、主なリース資産の種類等については、計算

書類では必ずしも注記はもとめられていない。 

賃貸借処理に準じた会計処理 

【STEP８】へ 

【STEP１】から 
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【STEP２】から 【STEP３】から 【STEP５】から 

【STEP５】から 【STEP６】から 【STEP７】から 

                                   

（２）オペレーティング・リース取引の注記では以下の内容を注記する。 

 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料を、貸借対照表日後1 年以

内のリース期間に係るものと、貸借対照表日後1 年を超えるリース期間に係るものに区分して注記する。

ただし、重要性が乏しい場合は注記を要しない。 

  

解約不能のリース取引として取り扱われるものは、【STEP１】（１）①（ⅰ）と同様である。リース期間の一

部分の期間について契約解除をできないこととされているものについては、当該リース期間の一部分に

係る未経過リース料を注記する。 

  

また、重要性が乏しい場合とは、以下のいずれかに該当する場合をいう。 

  

① 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、 

 リース料総額が当該「基準額」以下のリース取引（【STEP２】と同様） 

② リース期間が１年以内のリース取引（【STEP３】と同様） 

③ 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約１件当たりのリース料総額が 

 300万円以下のリース取引（【STEP５】（１）と同様 

④ 契約上数ヶ月程度の事前予告をもって解約できるものと定められているリース契約で、その予告し 

 た解約日以降のリース料の支払を要しない事前解約予告期間（すなわち、解約不能期間）に係る部 

 分のリース料 
 
なお、計算書類では必ずしも上記、注記はもとめられていない。 


